
   

 

 

 

 

１ 避難対策に関する補足説明 
（１）コロナ禍での安全な避難場所の確保に関する取組 

 
 
 
 
 
 

（２）適切な避難行動を促す取組 

取組 内容 

避難場所における

３密の回避 
 

【避難場所の拡充】 

現在、特別警報級の台風接近時においては、昨年の台風第 19 号時点から 56 か所増の

計 224 か所で、避難場所を開設できるようになっています。 

【避難スペースの確保】 

避難場所となる学校等の協力を得て、感染症対策としてより多くの教室を使用できる

ようにするほか、要配慮者用スペースやペットの受入れ場所の確保も進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【避難場所の混雑状況等の発信】 

市ホームページの「横浜市防災情報ポ

ータル」（右図）や区ホームページの「重

要なお知らせ」に、避難場所の開設状況や

混雑状況をリアルタイムで発信します。 

避難場所運営における
感染症対策の向上 

【感染症対策の実効性を高める研修・訓練】 

「新型コロナウイルス感染症を踏まえた地域防災拠点の開設・運営のポイント」（令和

２年６月作成。以下「開設・運営のポイント」という。）に基づく拠点運営の動画を作成し、

全ての拠点に配付するとともに、動画を活用した拠点運営委員への研修等を行っていま

す。また、拠点運営における感染症対策の実効性を高める訓練も行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開設・運営のポイントの充実】 

開設・運営のポイントの補足として、令和２年台風第 10 号での他都市の取組などを踏

まえ、避難場所での災害情報の提供及び体調不良者やその家族への対応等について、各

区に周知するとともに、開設・運営のポイント全体の見直しも随時行っていきます。 

取組 内容 

市民の避難行動

への支援 

【マイ・タイムライン等の普及】 
一人ひとりの居住環境等に合わせた避難行動（分散避難）を、あらかじめ時系列で

整理しておく「マイ・タイムライン」の作成について、リーフレットの配布や動画配

信、市民防災センターの風水害体験ツアー等を通じて周知しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【車避難に関する注意喚起】 

台風等の暴風雨下では車避難の危険性が高いこと、また要配慮者の送迎などで車利

用が不可欠な場合は、早めに避難することが重要であることを、市民向けの研修や広

報活動等を通じて周知しています。  

地域の取組への
支援 

 

【防災カルテを活用した地域支援】 

区と連携し、自治会・町内会ごとに、浸水想定区域

や土砂災害警戒区域等の地域の危険性や、防災の取組

状況等を把握する「防災カルテ」を作成しています。 

また、防災の取組を支援するアドバイザー等を地域

に派遣し、地域特性に応じた研修を行うとともに、関

係区局と連携することで、地域への研修を拡充してい

きます。 

要配慮者利用施設
への支援 

【避難確保計画の作成支援】 

浸水想定区域内等に所在する要配慮者利用施設について、水防法等に基づく避難確

保計画が着実に作成されるようにするため、施設向けのマニュアルを作成するととも

に、施設所管局等と連携した説明会を行い、計画作成や訓練実施を支援しています。 

～風水害時の避難対策について～ 

風水害時の避難対策については、主な内容は前回（９月 17 日）の委員会でご説明したとおりであり、昨年の台風等をはじめ、コロナ禍での避難事例などを教訓として取り組んでいます。 
今回は、各区の取組事例や実際の災害対応など、具体的な内容を補足させていただきます。 

 ＜区の取組事例：港北区 啓発冊子「水害時の避難行動を考えよう」の作成＞ 

   
【表紙】 【マイタイムライン作成シート】 【水害時の避難場所】 

 

減災対策推進特別委員会資料 
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＜区の取組事例：金沢区 並木第四小学校地域防災拠点 
新型コロナウイルス感染症を踏まえた検証訓練＞ 

【受付時の検温・ソーシャルディスタンス】 【感染症対策を踏まえた設営】 

【地域特性に応じた研修の様子】 

【参考】避難確保計画の策定率 

 対象施設数 作成数 作成率 

令和元年（8月末） 2,475 施設 1,852 施設 74.8％ 

令和２年（6月末） 2,475 施設 2,111 施設 85.3％ 

 

＜区の取組事例：都筑区 都田西小のﾚｲｱｳﾄ＞ 

 



２ 今年度の実災害（台風第 14 号）での対応 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【参考】本市の主な対応（時系列） 

 
  

日時 

内容 

事前の対応 

（～９日） 

前日の対応 

（９日） 

台風当日(10 日)当初予定していた対応  

９時 10 時 12 時 14 時 

【台風の動き】 
（予報） 

 
 

注意報級の

降雨 
 

 強い降雨 

市・区の体制 

確立 

＜各区局の体制及び実施事項の確認＞ 

各区局の防災主管課に対し、気象情報等を随時

共有するとともに、台風上陸に備えた体制及び実

施事項を確認 

＜対応方針の決定＞ 

〇 強い降雨の２時間前の「10 日 12 時」を、即時避難勧告対象区域等に

対する「警戒レベル３（避難準備・高齢者等避難開始）の発令時刻」

とする。 

〇 市民の避難準備の時間を確保するため、警戒レベル３発令の２時間

前「10 日 10 時」に市民への事前予告を行う。 

〇「10 日９時」に「災害対策警戒本部」を設置する。 

＜市・区災害対策警戒本部の設置＞ 

【市災害対策警戒本部】 

・台風対応にあたる区局の体制確認 

・被害状況の集約、市民への情報発信等について区局へ指示 

【区災害対策警戒本部】 

・避難場所となる各施設へ連絡を行い、開設・運営を行う職員を派遣 

・区内の被害情報を収集するとともに、市災害対策警戒本部へ報告 

避難場所の 

確保 

＜避難場所の開設調整及び体制確保＞ 

各区において、避難場所の開設調整及び開設数に応じた動員職員の調整 

＜避難場所開設の指示＞ 

12 時（警戒レベル３発令）までに開設 
＜避難者の受入れ＞ 

市民への 

情報発信 

＜避難場所の混雑状況等の掲載準備＞ 

市ホームページの「横浜市防災情報ポータル」や、区ホームページの「重要なお知らせ」に、各避難場所の開設状況や 

混雑状況を発信できるよう準備 

  

  

＜市民への事前予告＞ 

避難準備の時間を確保

するため、警戒レベル３

発令の２時間前に、市民

への事前予告を行う。 

 

＜警戒レベル３（避難準

備・高齢者等避難開始）

発令＞ 

 

 

 

＜避難場所の情報発信＞ 

避難場所の開設状況

や混雑状況等の情報を

市・区のホームページに

掲載 

（以降、随時更新） 

 

【参考】区ホームページのトップページ（イメージ） 
 

【台風第 14 号進路予報図（前日時点）】 【参考：実際の台風第 14 号進路図】 

（１）台風第 14 号（10 月 10 日）の概要 

台風第 14 号の予報（前日 14 時時点）では「強い勢力であり、神奈川県が暴風域に含まれる。 接近は 10

日 18 時頃の見込み」とのことでした。その後、台風の進路が想定よりも大幅に南東へ進み、神奈川県は暴風

域に含まれない見込みとなりましたので、降雨量を考慮して避難場所を即時開設できる体制は確保しつつ、通

常の大雨対応に切り替えて対応しました。 

（２）本市の主な対応（予報に基づく動きまで） 

本市では「台風上陸」を前提として、昨年の台風第 15 号・第 19 号を教訓として作成した「台風対応タイムライン」

に基づき、早期の警戒体制確立や避難場所（運営体制含む）の確保等を行うとともに、コロナ禍にも対応した避難情報

等の発信（例：早めの避難準備発令や、避難場所の混雑状況のリアルタイム発信など）が速やかに行われるよう、準備

を整えました。 

 ア 事前の対応 

〇 各区局の体制及び実施事項の確認： 各区局の防災主管課に対し、気象情報等を随時共有するとともに、台風 

上陸に備えた体制及び実施事項を確認 

〇 避難場所の開設調整及び体制確保： 各区において避難場所の開設調整（体調不良者等用の避難スペース確保を

含む）及び開設数に応じた動員職員の調整 

〇 避難場所の混雑状況等の掲載準備： 市ホームページの「横浜市防災情報ポータル」や、区ホームページの「重

要なお知らせ」に、各避難場所の開設状況や混雑状況を発信できるよう準備 

イ 前日の対応 

「10 日 14 時頃から強い降雨見込み」との気象台情報に基づき、次の対応方針を決定し、全区局に周知しました。 

〇 強い降雨の２時間前である「10 日 12 時」を、即時避難勧告対象区域等に対する「警戒レベル３（避難準備・ 

高齢者等避難開始）の発令時刻」とする。 

〇 市民の避難準備の時間を確保するため、警戒レベル３発令の２時間前「10 日 10 時」に、市民への事前予告を行う。 

〇 「10 日９時」に「災害対策警戒本部」を設置する。 

 【参考】横浜市防災情報ポータル（デモ） 


